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■
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧（
無
料
）

平
成
18
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係
る

土
地
・
家
屋
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、

地
積
、
床
面
積
、
価
格
な
ど
が
登
録
さ

れ
た
「
縦
覧
帳
簿
」
を
縦
覧
し
ま
す
。

●
縦
覧
期
間
・
時
間

4
月
3
日（
月
）〜
5
月
31
日（
水
）、

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

●
縦
覧
で
き
る
方

固
定
資
産
税
の
納
税
者
お
よ
び
納
税

者
か
ら
委
任
さ
れ
た
方
（
税
額
が
発
生

し
な
い
方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）

●
縦
覧
場
所

市
庁
舎
1
階
税
務
課
固
定
資
産
税
係

■
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の
閲
覧

課
税
台
帳
を
閲
覧
し
、
所
有
資
産
の

課
税
内
容
を
確
認
で
き
ま
す
。

●
閲
覧
で
き
る
方

①
固
定
資
産
の
所
有
者
・
納
税
義
務
者

②
①
の
方
と
同
居
し
て
い
る
親
族
の
方

③
①
の
方
か
ら
の
委
任
状
を
持
参
し
た
方

④
納
税
管
理
人

⑤
法
人
か
ら
の
委
任
状
を
持
参
し
た
方

⑥
貸
借
権
・
地
上
権
な
ど
の
権
利
者
の
方

⑦
借
地
借
家
人

⑧
資
産
の
処
分
権
を
持
つ
方

※
⑥
⑦
⑧
の
方
は
、
権
利
を
確
認
で
き

る
書
類
が
必
要
で
す
。

●
手
数
料

1
件
2
0
0
円
（
た
だ
し

①
〜
⑤
の
方
が
、
4
月
3
日
〜
5
月
31

日
の
間
に
行
う
閲
覧
は
無
料
で
す
）

※
縦
覧
・
閲
覧
い
ず
れ
の
場
合
も
、
本

人
確
認
の
た
め
免
許
証
、
保
険
証
な

ど
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の
、
ま

た
は
納
税
通
知
書
を
持
参
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

M
税
務
課
固
定
資
産
税
係

0
2
2
―
1
3
1
3

個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の

ト
ラ
ブ
ル
（
個
別
労
働
関
係
紛
争
）
が
、

最
近
急
激
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
最
終

的
な
解
決
方
法
と
し
て
は
、
裁
判
制
度

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
多
く
の
時

間
と
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
労
働
問
題
へ
の
高
い
専

門
性
を
有
す
る
都
道
府
県
労
働
局
に
お

い
て
、
無
料
で
個
別
労
働
関
係
紛
争
の

未
然
防
止
、
迅
速
な
解
決
を
促
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
個
別
労
働
関
係

紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

が
施
行
さ
れ
、次
の
3
つ
の
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
や
労
働
基

準
監
督
署
で
の
情
報
提
供
・
相
談

●
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
や
指
導

●
紛
争
調
整
委
員
に
よ
る
あ
っ
せ
ん

M
宮
城
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

0
0
2
2
―
2
9
9
―
8
8
3
4

大
河
原
労
働
基
準
監
督
署

0
0
2
2
4
―
5
3
―
2
1
5
4

最
近
、
大
手
金
融
機
関
な
ど
を
装
っ

て
、「
お
金
を
貸
し
ま
す
」と
い
っ
た
内

容
の
偽
者
Ｄ
Ｍ（
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
）

や
携
帯
メ
ー
ル
な
ど
を
送
り
つ
け
、
保

証
金
や
保
険
金
名
目
で
お
金
を
だ
ま
し

取
る
新
手
の
手
口
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
詐
欺
行
為
を
「
貸
し
ま

す
詐
欺
」
と
い
い
ま
す
。
被
害
に
遭
わ

な
い
よ
う
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
に

「
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
の
心
構
え
三
カ
条
」

●
第
一
の
ポ
イ
ン
ト

取
引
関
係
の
な

い
と
こ
ろ
か
ら
突
然
送
ら
れ
て
く
る
、

「
お
金
貸
し
ま
す
」
と
の
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
（
Ｄ
Ｍ
）
・
携
帯
メ
ー
ル
な
ど

に
注
意
（
低
金
利
で
、
し
か
も
高
額
を

貸
し
付
け
る
か
の
よ
う
な
広
告
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
）。

●
第
二
の
ポ
イ
ン
ト

融
資
を
す
る
前

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
口
実
で
お
金
を
振
り

込
ま
そ
う
と
す
る
手
口
に
注
意
（
保
証

料
、
保
険
料
な
ど
の
名
目
で
必
ず
お
金

を
要
求
し
て
き
ま
す
）。

●
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
「
貸
し
ま
す
詐
欺
」

か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
ら
、
送
金
前

に
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●「
貸
し
ま
す
詐
欺
」被
害
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

0
0
3
―
5
3
2
0
―
4
7
7
5

●
受
付
時
間

平
日
の
午
前
9
時
〜
12

時
お
よ
び
午
後
1
時
〜
4
時
30
分

※
夜
間
・
休
日
は
、留
守
番
電
話
の「
受

け
付
け
ダ
イ
ヤ
ル
」に
な
り
ま
す
。 　は問い合わせ先です�

■
国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度
を

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
は
、
社
会
全
体
で
支
え
る

世
代
間
扶
養
の
仕
組
み
に
基
づ
い
て
い

ま
す
の
で
、
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
が

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
学
生
の
皆
さ
ん
も
20
歳

に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
ま

す
。
学
生
の
た
め
収
入
が
な
く
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
認
め
印
）

②
年
金
手
帳

③
学
生
証
ま
た
は
、
新
学
年
の
在
学
証

明
書

※
各
種
学
校
・
専
門
学
校
（
1
年
以
上

の
課
程
）
の
学
生
・
収
入
の
多
い
学

生
の
方
、
ま
た
働
い
て
い
て
途
中
か

ら
学
生
に
な
る
な
ど
の
場
合
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
が
減
額
さ
れ
た

り
、
ま
た
、
万
一
の
事
故
や
病
気
の
と

き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

平
成
17
年
度
の
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
な
い
か
、
も
う
一
度
お
確
か
め
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
大
河
原
社
会
保
険

事
務
所
ま
た
は
市
庁
舎
1
階
の
市
民
課

国
民
年
金
相
談
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
平
成
18
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
、

１
カ
月
１
３
、８
６
０
円
と
な
り
ま
す

保
険
料
は「
口
座
振
替
」が
便
利
で
す
。

〜
異
動
の
時
期
で
す
。
国
民
年
金
の
届

け
出
は
忘
れ
ず
に
！
〜

M
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所

0
0
2
2
4
―
5
1
―
3
1
1
1

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
2
2
―
1
3
1
2

待
ち
に
待
っ
た
春
で
す
ね
。
桜
の

便
り
も
、
も
う
す
ぐ
で
す
。
し
か
し
、

心
浮
か
れ
て
い
て
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。
暖
か
く
な
る
と
悪
質
業
者
も
訪

問
し
や
す
く
な
り
、
ト
ラ
ブ
ル
が
多

く
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
欲
し
く
も
な
い
商
品
の

購
入
や
、
断
り
き
れ
ず
契
約
し
た
な

ど
と
い
う
相
談
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
後
悔
を
し
な
い
た
め

に
、「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
」
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を

使
え
ば
、
損
害
賠
償
や
違
約
金
を
支

払
わ
ず
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
る
条
件

①
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
対
象
の
契

約
で
あ
る
こ
と

自
宅
や
職
場
に
販
売
員
が
来
て
契

約
し
た
（
訪
問
販
売
）、
突
然
の
電

話
セ
ー
ル
ス
で
契
約
し
た
（
電
話
勧

誘
）、
マ
ル
チ
商
法
に
よ
る
契
約

（
連
鎖
販
売
取
引
）、
エ
ス
テ
や
パ
ソ

コ
ン
教
室
な
ど
、
長
期
に
何
か
を
し

て
も
ら
い
（
役
務
）、
そ
れ
に
対
し

て
お
金
を
支
払
い
続
け
る
契
約
（
特

定
継
続
的
役
務
提
供
）、
内
職
・
モ

ニ
タ
ー
商
法
に
よ
る
契
約
（
業
務
提

供
誘
引
販
売
取
引
）
な
ど
が
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
対
象
で
す
。
た
だ

し
、
通
信
販
売
は
対
象
外
で
す
。

②
契
約
し
た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
法
律

で
指
定
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
こ
と

政
令
で
定
め
ら
れ
た
「
指
定
商

品
」、「
指
定
権
利
」、「
指
定
役
務
」

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
商
品

で
あ
っ
て
も
、
化
粧
品
や
健
康
食
品

な
ど
の
消
耗
品
は
、
開
封
し
た
り
、

一
部
を
使
用
し
た
り
す
る
と
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

③
書
面
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
、
定

め
ら
れ
た
日
数
以
内
で
あ
る
こ
と

訪
問
販
売
、
電
話
勧
誘
、
特
定
継

続
的
役
務
提
供
は
8
日
以
内
、
連
鎖

販
売
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取

引
は
20
日
以
内
で
す
。
し
か
し
、
業

者
か
ら
受
け
取
っ
た
契
約
書
面
に
不

備
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
日
が
過

ぎ
て
も
可
能
で
す
。
書
面
に
き
ち
ん

と
記
載
が
あ
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
業
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
を
妨
害
し
た
場
合
も
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
期
間
が
過
ぎ
て
も
可
能
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

④
現
金
払
い
の
場
合
、
３
、
０
０
０

円
以
上
で
あ
る
こ
と

現
金
払
い
の
場
合
、
3
、
0
0
0

円
未
満
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
で

き
ま
せ
ん
。

分
か
ら
な
い
と
き
は
、
お
気
軽
に

消
費
生
活
相
談
室
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

D o you know?

く
ら
し
の�

ヒ
ン
ト�

「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
」

〜
契
約
解
除
の
手
段
〜 G

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
２
２
―

０
７
８
３

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お
　
な
　
や
　
み

●
実
施
期
間

平
成
18
年
4
月
6
日（
木
）か
ら
4
月

15
日（
土
）ま
で

●
運
動
の
基
本

「
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」

●
運
動
の
重
点

①
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

②
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■「
高
齢
者
交
通
事
故
防
止
モ
デ
ル
地

区
」
を
指
定

市
内
で
は
、
平
成
15
年
か
ら
平
成
17

年
ま
で
の
3
年
間
で
10
件
の
死
亡
事
故

が
起
き
て
お
り
、
こ
の
中
で
も
特
に
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
事
故
が
多
発
し

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
、
白
石
警
察
署
で
は
旧
町
内

（
26
地
区
）
お
よ
び
城
南
・
上
久
保
地

区
を
平
成
18
年
に
お
け
る
「
高
齢
者
交

通
事
故
防
止
モ
デ
ル
地
区
」に
指
定
し
、

年
間
を
通
じ
て
関
係
機
関
、
団
体
が
協

力
し
て
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
対
策

に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

詳
し
く
は
、
白
石
警
察
署
ま
た
は
市

庁
舎
1
階
の
生
活
環
境
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

M
白
石
警
察
署
　
0
2
5
―
2
1
3
8

生
活
環
境
課
　
0
2
2
―
1
3
1
4

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
が

裁
判
員
と
し
て
、
国
民
の
関
心
の
高
い

重
大
な
刑
事
事
件
の
裁
判
に
参
加
し
、

裁
判
官
と
一
緒
に
有
罪
・
無
罪
や
刑
の

内
容
を
決
め
る
制
度
で
、
平
成
21
年
5

月
ま
で
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

で
、
刑
事
裁
判
の
場
に
、
法
律
の
専
門

家
で
は
な
い
皆
さ
ん
の
感
覚
が
反
映
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
司

法
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
が
深
ま
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
制
度
を
皆
様
に
理
解
し
て
い

た
だ
く
た
め
、仙
台
地
方
検
察
庁
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
出
張
説
明
会
（
出
張
講
演
）

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
無
料
説
明

会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
学
校
、
企
業
や

地
域
団
体
な
ど
、
皆
様
か
ら
の
申
し
込

み
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
広
報
ビ
デ
オ
の
貸
し
出
し

法
務
省
制
作
の
広
報
ビ
デ
オ
「
裁
判

員
制
度
〜
も
し
も
あ
な
た
が
選
ば
れ
た

ら
〜
」を
無
料
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

●
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
形

式
で
分
か
り
や
す
く
掲
載
し
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
、
市
役
所
・
公
民
館
・
図
書

館
の
窓
口
な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

M
仙
台
地
方
検
察
庁
　
企
画
調
査
課

0
0
2
2
―
2
2
2
―
1
4
4
8

宮
城
県
保
険
医
協
会
は
、
開
業
保
険

医
を
中
心
と
す
る
医
師
・
歯
科
医
師
約

1
、7
0
0
余
名
で
構
成
す
る
団
体
で
、

県
民
の
健
康
確
保
と
医
療
の
充
実
・
向

上
を
目
指
す
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

協
会
で
は
町
内
会
、
婦
人
会
、
老
人

ク
ラ
ブ
な
ど
の
団
体
や
各
種
サ
ー
ク
ル

の
皆
さ
ん
が
開
催
す
る
健
康
教
室
・
健

康
相
談
会
に
講
師
や
相
談
医
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
講
師
料
な
ど
に
つ
い
て
は

心
配
な
く
開
催
い
た
だ
け
る
よ
う
、
原

則
的
に
は
協
会
が
負
担
し
ま
す
。

各
団
体
・
サ
ー
ク
ル
で
健
康
教
室
・

健
康
相
談
会
の
開
催
を
ご
計
画
の
際
に

は
、
ぜ
ひ
当
協
会
・
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

〒
9
8
0
―
0
0
1
4

仙
台
市
青
葉
区
本
町
2
―
16
―
3
（
小

西
ビ
ル
6
Ｆ
）

宮
城
県
保
険
医
協
会
・
事
務
局

0
0
2
2
―
2
6
5
―
1
6
6
7

4
0
2
2
―
2
6
5
―
0
5
7
6

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の
閲
覧
を
行
い
ま
す

も
し
も
の
と
き
も
…
老
後
の
生
活
も
…

〜
国
民
年
金
は
頼
り
に
な
る
〜

春
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み

運
動
が
始
ま
り
ま
す
！

知
っ
て
い
ま
す
か
？
裁
判
員
制
度

地
域
で
自
主
的
に
ひ
ら
く
健
康
教
室
・

健
康
相
談
会
の
講
師
・
相
談
医
を
紹
介
し
ま
す
！

「
貸
し
ま
す
詐
欺
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

労
働
者
・
事
業
主
の
み
な
さ
ん
の
職
場
で
の

ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
労
働
局
が
お
手
伝
い
し
ま
す


